 (４)　府政情報室
目　　次

総務・システムグループ
広聴グループ
広報グループ
情報公開グループ
公文書グループ
事務執行概要
総務・システムグループ
（総務担当）

所掌事務を円滑に処理するため、室内の連絡調整事務を担当し、事務事業の適正な執行に努めた。

特に予算の執行については、経費の節減に留意し、最小の経費で最大の効果をあげるよう努力した。

１　後援名義使用承認及び知事賞状の交付

学術、芸術等府民の明朗健全な文化の向上に貢献する催しについて、個人又は団体に対し、後援名義の使用承認及び知事賞状を交付した。

○後援名義使用承認及び知事賞状交付状況

後援名義使用承認　　　　 13件
知事賞状交付　　　　  10件
２　北方領土返還運動への対応

北方領土の一日も早い返還を実現するために、北方領土返還運動推進大阪府民会議の運動に呼応して、効果的な啓発事業を実施するとともに、同団体に対して補助金の交付を行った。

○予算額と決算額

	
	予　　算　　額
	決　　算　　額

	令和６年度
	180千円
	180千円

	令和５年度
	180千円
	180千円

	令和４年度
	180千円
	180千円


　　
３　情報総括者会議・情報主任会議の開催

庁内の広報広聴等事務の円滑な推進を図るため、情報総括者会議・情報主任会議を開催した。

〇開催状況
情報主任会議　　２回
（システム担当）

１　府Ｗｅｂサイト（府ホームページ）の運用
（事業の概要）

府民への広報媒体としての機能に加え、申請等の窓口機能も果たしている府Ｗｅｂサイトについて、府民が安心して利用できるやさしいサイトとするため、運用保守を実施している。

　　令和６年度の実施内容は、以下のとおり。

　　　○府Ｗｅｂサイトを管理しているＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム）について、ログ集計やソフトウェアのバージョンアップ、セキュリティテスト、障害対応などの運用保守を行った。

　　　○より見やすく使いやすいサイトにしていくため、「操作研修テキスト」や「大阪府ウェブアクセシビリティ方針」、「大阪府Ｗｅｂサイトユニバーサルデザインガイドライン」をもとに、庁内会議などを通じて、職員のホームページ作りに係る能力向上を図るとともに、府Ｗｅｂサイトのユニバーサルデザインを推進した。
　　　　　○府Ｗｅｂサイトトップページの月間平均アクセス件数（リニューアル後）は約16万件。

２　府Ｗｅｂサイト（府ホームページ）のリニューアル
　　　（事業の概要）
２０２５年大阪・関西万博を控え、インパクトのあるデザインで、成長する大阪をＰＲするとともに、利用者が知りたい情報に簡単にアクセスできるよう、府Ｗｅｂサイトのリニューアルに取り組んだ。（令和６年５月運用開始）
〇業務名　　　大阪府Ｗｅｂサイト管理システム再構築及び運用保守業務
〇契約相手方　グローバルデザイン株式会社
〇契約期間　　令和５年６月26日から令和11年５月31日（債務負担行為）

〇契約金額　　329,189,410円
３　行政文書管理システムの運用

（事業の概要）
平成15年４月から本庁において行政文書管理システムの本格運用を開始し、平成16年度以降、総務事務システムをはじめとする庁内の各種業務との連携を図るとともに、平成26年５月に新行政文書管理システムを稼働し、令和元年５月にサーバ移行を実施、令和６年度においても適正なシステム運用に努めた。また、サーバ（共通プラットフォーム）が令和７年９月にリース期間満了となるため、機器更新後も引き続き稼働できるよう、サーバ移行に取り組んだ。
広聴グループ
１ 「オープン府庁」の推進
府が保有する情報は、本来府民のものであるという理念のもと、積極的に府政の情報を公表するとともに、できるだけわかりやすく府民に伝える「オープン府庁」の取組を推進した。
（１）「施策プロセスの見える化」
府民等の関心が高く、知事等と打合せを行うような重要事項の意思形成プロセス情報を公表する「施策プロセスの見える化」に本庁の全部局全所属で取り組み、施策立案にかかる検討や調整等の記録をホームページで公表した。
（２）「予算編成過程の公表」
予算編成過程の財政課長・財務部長・知事の各要求・査定がそれぞれ終了した段階で、要求内容や査定状況をホームページで公表した。
（３）「公金支出情報の公表」
予算がどのように執行されたのかをホームページで公表した。
また、「予算編成過程公表サイト」と「公金支出情報公表サイト」を相互にリンクさせることにより、当該事業の予算執行状況のよりわかりやすい公表に努めた。
（４）「府民の声の見える化」
業務改善や施策反映に活かしていくため、府に寄せられた「府民の声」を一元的に管理する「府民の声システム」を活用し、全部局で「府民の声」を共有するとともに、寄せられた声への対応状況をホームページで公表した。
また、より多くの府民の声を府政に活かしていくため、府議会議員をはじめ、国会議員、市町村長、市町村議会議員を介して寄せられる府民の声についても登録・公表を行っている。
２　府民お問合せセンター（コールセンター等）整備運営事業
（事業の概要）
府民お問合せセンターについて、民間企業へのアウトソーシングによる適正かつ円滑な運営を図った。
　　コールセンター部門（総合受付（問合せ等応対）業務及び代表電話交換業務）及び来訪部門により業務を実施した。
（設置目的）
　　府民の視点に立った行政経営改革の一環として、府民サービスの向上や問合せ業務の効率化を進めるため、問合せ先・相談先が分からない府民の方に適切な窓口を案内するとともに、よくある問合せにワンストップで答える。
1 コールセンター部門の概要
名　　称　　　府民お問合せセンター（愛称：「ピピっとライン」）
開　　設　　　平成20年１月15日
電話番号等　　電　話：０６－６９４１－０３５１（代表電話）
　　　　　　　　　　　０６－６９１０－８００１（問合せ等専用電話）
ＦＡＸ：０６－６９１０－８００５
メール：専用メールフォームを用意（センターホームページから）
Ｈ　Ｐ：https://www.pref.osaka.lg.jp/o070050/fumin/occ/index.html
運営時間　　　平日（年末年始を除く）午前９時～午後６時
サービス内容　・代表電話の交換
・窓口案内

・イベント募集、各種資格・試験、免許申請等に関する問合せ・申込み
受付
・広聴の受付（府政へのご意見）

運営実績
　・総合受付（お問合せ等）応対業務
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	受付総件数
	  64,022件
	   65,950件
	59,508件

	内訳
	電話　
	20,554件
	18,996件
	19,947件

	
	ＦＡＸ
	273件
	343件
	288件

	
	メール／電子申請
	35,447件
	37,989件
	33,619件

	
	郵送
	7,748件
	8,622件
	5,654件


　　　　・代表電話交換業務
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	受付総件数
	363,110件
	307,835件
	285,276件


②　来訪部門の概要
	名　　称
	府民案内
	情報プラザ

	場　　所
	本館、別館
	府内10か所（府税事務所庁舎、
府民センタービル内）

	運営時間
	平日（年末年始を除く）

	
	9:00～18:00
	9:00～17:45

	サービス内容
	窓口案内
	以下記載のとおり


情報プラザにおけるサービス内容

・申請書の配布（パスポート・府営住宅等の申請書、資格・採用試験の願書の配布）
・広報印刷物の配布（チラシやリーフレットの配架）
　　　運営実績
　　　　【府民案内】
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	受付総件数
	7,812件
	6,691件
	5,840件

	内訳
	本　　館
	1,355件
	1,785件
	1,970件

	
	別　　館
	 6,457件
	4,906件
	3,870件


　　　　【広聴（府政相談）】
	
	令和３年度
	令和４年度

	相談（来訪）件数
	６件
	-－（廃止）
R４.３.31廃止


　　　　【情報プラザ】
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	　配布数
	19,938件
	20,228件
	18,200件

	
	申請書等
	9,804件
	9,918件
	8,640件

	
	広報印刷物
	10,134件
	10,310件
	9,560件


（契約内容）

	年度
	業務内容
	契約先
	契約金額（変更後）

	
	
	
	契約期間

	平成28～
令和３年度
	府民お問合せセンター整備運営業務
	ＮＴＴ西日本グループ
共同企業体
	679,269,488円

	
	
	
	平成28年12月９日から
令和４年 3月31日まで

	令和３～８年度
	〃
	株式会社NTTマーケ
ティングアクトProCX

（令和４年４月１日に(株)NTTマーケティングアクトより事業譲渡）
	838,391,829円

	
	
	
	令和３年12月 9日から
令和９年 3月31日まで


（予算額と決算額）
	
	予算額
	決算額

	令和６年度
	137,054千円
	137,054千円

	令和５年度
	138,173千円
	138,173千円

	令和４年度
	139,852千円
	139,852千円


３　「府民の声の見える化」
　府民からの声を業務改善や施策反映に活かしていくことを目的に、「府民の声」を一元管理する「府民の声システム」を運用している。
　　寄せられた声は全て「府民の声システム」に登録し、全部局で共有するとともに、声の内容に応じて対応状況をホームページで公表している。

　　○府民の声受付件数
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	件　　数
	44,825件
	11,778件
	29,368件


○予算額と決算額
	
	予算額
	決算額

	令和６年度
	5,212千円
	5,212千円

	令和５年度
	5,212千円
	5,212千円

	令和４年度
	44,516千円
	24,962千円


４　団体広聴
府民参加の府政を推進するため、府民等で構成する団体からの要望書（要望事項が多岐にわたり関係部局等での調整が困難なものなど）を受け付け、関係部局に配付するとともに、文書又は応接による回答について、団体及び関係部局等との連絡調整を行った。
　○要望書受理件数
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	要望書受理件数
	18件
	20件
	21件

	内訳
	文書による回答を行ったもの
	3件
	2件
	2件

	
	応接による回答を行ったもの
	1件
	3件
	4件

	
	文書及び応接による回答を行ったもの
	14件
	15件
	15件

	
	担当部局に参考送付を行ったもの
	0件
	0件
	0件


○要望事項(送付先（広報広聴等事務推進体制所属別）)
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	延べ件数
	135件
	144件
	163件

	
	副首都推進局
	3件
	4件
	4件

	
	政策企画部（危機管理室、青少年・地域安全室を除く）
	6件
	5件
	5件

	
	危機管理室
	8件
	8件
	11件

	
	総務部
	11件
	12件
	15件

	
	万博推進局
	6件
	7件
	10件

	
	財務部（税務局を除く）
	3件
	4件
	3件

	
	税務局
	2件
	1件
	3件

	
	スマートシティ戦略部
	0件
	1件
	2件

	
	府民文化部（府政情報室を除く）
	8件
	7件
	8件

	
	府政情報室
	2件
	1件
	2件

	
	ＩＲ推進局
	5件
	6件
	6件

	
	福祉部
	15件
	18件
	19件

	
	健康医療部
	14件
	16件
	17件

	
	商工労働部
	13件
	14件
	15件

	
	環境農林水産部
	 6件
	6件
	8件

	
	都市整備部
	13件
	16件
	16件


	
	住宅まちづくり部・建築部
	－件
	－
	－

	
	大阪都市計画局
	0件
	0件
	0件

	
	大阪港湾局
	2件
	2件
	2件

	
	会計局
	0件
	0件
	0件

	
	議会事務局
	0件
	0件
	0件

	
	教育庁（教育委員会事務局）
	14件
	13件
	13件

	
	選挙管理委員会事務局
	0件
	0件
	0件

	
	監査委員事務局
	0件
	0件
	0件

	
	人事委員会事務局
	1件
	1件
	1件

	
	警察本部
	3件
	2件
	3件


５　パブリックコメント
行政による政策形成過程の透明性・公正性を確保するため、基本的な施策に関する計画等の政策立案過程において、その計画等の案を府民に公表し、府民の多様な意見を募集するパブリックコメントを実施した。

	年度
	計画等
	条例案
	審査基準等
	合　計

	令和６年度
	16件
（意見数 335件）
	　 4件
（意見数34件）
	　4件
（意見数2件）
	24件
（意見数371件）

	令和５年度
	32件
（意見数 532件）
	　 5件
（意見数49件）
	　6件
（意見数11件）
	43件
（意見数592件）

	令和４年度
	27件
（意見数773件）
	　 4件
（意見数5件）
	　4件
（意見数2件）
	 35件
（意見数780件）


６
府政学習会
府の事業や施策についてより多くの方に関心を持っていただき、府政への理解をより一層深めていただくことを目的に、府の庁舎の施設の見学に合わせて府の施策や取組について知っていただく府政学習会を実施している。
　○種類
公募型・・・・個人からの参加を対象として、主に出先機関等で実施。
　　随時型・・・・団体（10名以上）からの申込みにより随時実施。
また、平成25年度からは、大阪府議会とのコラボレーション企画として、府内小学校高学年を対象とした「キッズ大阪府議会」との連携で実施。
　　　民間連携型・・旅行会社のツアー等に府政学習会を組み込んで実施。

　　　　　　　　　　また、平成29年度から旅行会社以外の民間企業とのコラボレーションにより、民間企業の施設で実施。

　○予算額と決算額

	年度
	予算額
	決算額

	令和６年度
	103千円
	31千円

	令和５年度
	123千円
	10千円

	令和４年度
	103千円
	９千円


○令和６年度　府政学習会実績
・公募型　　8回424人
	回
	月　日
	実施場所及び学習テーマ
	人数

	1
	６月１日（土）
	府立花の文化園
・「大阪農業」について

・花の文化園の取組の紹介

・花の様々な魅力を発見する園内見学ツアー
	41

	2
	７月20日（土）
	大阪府中央卸売市場
・「府民の台所を支える市場の役割！」

・青果・水産仲卸売場等の見学
	42

	3
	８月25日（日）
	大阪国際平和センター（ピースおおさか）

・映画「どうぶつたちのねがい 戦争中の天王寺動物園」鑑賞

・ピースおおさかのガイダンス

・ピースおおさか施設見学
	61

	4
	９月７日（日）
	東和薬品RACTABドーム
・東和薬品RACTABドーム施設見学

・メインアリーナの転換について
	103

	5
	10月17日（木）
	大阪府立障がい者自立センター
・テーマ学習「高次脳機能障がいについて」

・リハビリテーション等のプログラム見学

・脳活性プログラムミニ体験
	22

	6
	11月21日（木）
	若江立坑（寝屋川南部地下河川）・八戸ノ里公園調節池
・テーマ学習

　「寝屋川流域の総合治水対策について」

・八戸ノ里公園調節池の見学

・若江立坑の見学
	45

	7
	12月13日（金）
	日本万国博覧会記念公園
・テーマ学習「職員が語る！

　～大阪万博のレガシーと万博記念公園～」

・EXPO'70パビリオンの見学

・太陽の塔の内部観覧
	39


	8
	１月26日（日）
	中央水みらいセンター
・テーマ学習「下水道のしくみについて」

・水処理施設の見学

・微生物の観察、水質実験
	71


・随時型　18回　594人（うち、キッズ大阪府議会との連携企画４回　286人）

広報グループ

１　広報紙の発行等
（１）府政だより（No.470～No.477）
府政全般についての府民の理解と認識を深めるため、府の主要施策や予算などを掲載した広報紙を発行。
日刊５紙（朝日、毎日、読売、産経、日経）朝刊への折り込みに加え、府内の市区町村や公立図書館、情報プラザ、警察署等のほか、民間の協力企業においても配架した。

○年８回発行　　４・６・７・９・10・12・１・３月
タブロイド版（８頁３回、４頁５回）

○令和６年度　府政だより　発行一覧
	号
	発行日
	内　　容

	470
	４月16日
	令和６年度当初予算 など

	471
	６月１日
	大阪湾に流れ着いたごみはどこから来たの？　など

	472
	７月１日
	災害への備えは「大阪防災アプリ」で！　など

	473
	９月１日
	大阪駅北側にみどりあふれる新しいまちが誕生　など

	474
	10月１日
	万博記念公園で心躍る体験を！　など

	475
	12月１日
	12月３日から９日は障がい者週間です　勇気を出して相談してみませんか　など

	476
	１月３日
	知事の新年ごあいさつ／2025年大阪・関西万博開幕まで100日！　など

	477
	３月１日
	いくで！万博　チケット購入＆パビリオン予約、アクセス方法　など


○視覚障がい者向け府政だより

視覚障がい者に対して府政情報を提供するため、「府政だより」の点字版、拡大版及び音声版（テープ版、デイジー版）の作成・配付業務を、一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会に委託した。また、府政情報センターや情報プラザ、点字コーナーがある図書館等に配備した。

２　府ＷｅｂサイトやSNS等を通じた情報発信
　令和６年５月にリニューアルした府Ｗｅｂサイト全体を管理・運営するとともに、トップページ等を活用して重要な政策課題などの情報を発信した。さらに、各種SNSの特性を活かし、効果的な広報の展開に努めた。

（１）動画配信
インターネットを通じて府の取組や各種イベントなどの府政情報を動画で配信することで府政への興味・関心を深めるよう努めた。
各事業・施策紹介の動画や知事の記者会見の生中継、アーカイブを動画サイト（YouTubeの大阪府公式アカウント「osakapref」）から配信した。
また、配信の際には「大阪府公式Facebook」、「大阪府公式X」、など、他の媒体においても紹介するとともに、広く利用者への周知を行うことにより再生回数の増加を図るなど、効果的な府政情報の配信に努めた。
〇令和５年度の配信実績

・各事業・施策紹介動画　　　26本

・知事記者会見　　　　　　　31本

（２）大阪府公式Facebook

大阪府の施策やイベント等の府政情報を広く発信するため、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・システム）のひとつであるFacebook（平成24年3月に開設）を運用した。

　　・ファン数（令和７年3月31日現在）：12,173

（３）大阪府公式X

　　府政に関心を持ち身近に感じていただくため、Ｘ（平成25年2月に開設）を運用した。

　　・フォロワー数（令和７年3月31日現在）：82,420

（４）大阪府LINE公式アカウント

　　より多くの府民に府政情報を届けるため、LINE（令和2年3月開設）を運用した。

・友だち数（令和７年3月31日現在）：404,469

（５）大阪府メールマガジン（大阪府ウェブマガジン）
知事が府政を語る「知事コラム」において、旬の情報を紹介するなど、タイムリーな情報を府民に提供した。また、より多くの方に伝えられるよう、メールでの配信からウェブへの掲載に変更するとともに、配信の際にはSNSを活用して周知を図るなど、効果的な情報発信に努めた。
・毎月第１金曜日発行

（６）海外に向けた情報発信
在日、訪日外国人が、できる限り正確かつ迅速に、母国語等で災害や生活関連情報など必要な情報を入手できるよう、大阪府ホームページに12言語（英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国・朝鮮語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語、イタリア語）に対応した自動翻訳サービスを実施した。

（７）府政だより及び府Ｗｅｂサイトへの有料広告の掲載
　 府政だより及び府Ｗｅｂサイトに有料広告を掲載した。
（８）パブリシティ等の展開

　　　マスコミに対するパブリシティや民間タイアップ広報を展開した。

３　キャラクター広報の推進

　　平成27年3月に策定した「大阪府キャラクター広報方針（令和５年４月改訂）」に基づき、府政の認知度を高め、より親しみやすく、身近なものと感じてもらえるよう、メインキャラクターである「大阪府広報担当副知事もずやん」を府政広報に積極的に活用した。

４　広報担当職員向け研修等の実施
（１）年間広報計画の策定

　　　令和５年度の府政広報の方針等を盛り込んだ年間広報計画を策定した。

（２）広報担当職員のための広報活動マニュアルの整備
府政情報室と各部局の広報担当職員が連携・協力して、より一層効果的な広報活動を実施できるよう、業務の流れやノウハウを共有する実務マニュアルを整備した。
（３）職員向け広報研修の実施
職員一人ひとりの広報マインドを向上させ、近年幅広い世代で利用が進んでいるSNSに関するスキルアップを図り、これまで以上に府民の府政に対する親近感・関心を高めることを目的に、外部有識者による「伝わる」広報の実践的な研修や、民間企業とも連携し、効果的なSNS運用に向けた研修を実施した。
	
	実施日時
	研修内容
	受講者数

	外部有識者による研修
①（講師：佐久間智之氏）
	令和６年11月13日（水曜日）
第１回　10:00～12:45
第２回　14:00～16:45
※第１回、第２回ともに研修内容は同じ
	・伝わる広報
・伝わる広報動画の作成
	155名

	外部有識者による研修②
（講師：FacebookJapan根岸大夢氏）
	令和６年12月18日（水曜日）
午前10時～12時
	InstagramやFacebookでの「伝わる」広報を学ぶ
	86名


情報公開グループ
１　情報の公表制度

府政の根幹をなす重要な施策に関する情報や府政に関する基礎的な情報等を府民の求めを待つことなく積極的に公表する、情報の公表制度の適正な運営に努めた。公表資料は府政情報センターで閲覧に供した。

　　○公表資料数（各年度において新たに公表したもの）

	　　 　　
	令和４年度
	令和５年度
	　令和６年度

	公表資料数
	　509件
	498件
	440件


２　府政情報センターの運営

○過去３カ年の予算額と決算額（有償領布用刊行物の増刷代）　
	
	予算額
	決算額

	令和６年度
	172千円
	88千円

	令和５年度
	159千円
	74千円

	令和４年度
	265千円
	86千円


府民の求めに応じて行う情報提供の総合的な窓口として、本庁に府政情報センター（大阪府公文書総合センター内）を設置し、専門情報提供施設、本庁各課、各出先機関との連携により、府政に関する情報の迅速・的確な提供に努めるとともに、府政情報センターにおいて、府政に関する各種刊行物等の販売に努めた。

○府政情報センターの利用状況
	　　 　　
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	利用件数
	8,867件
	7,211件
	3,306件


○府政刊行物等の販売状況
	　　 　　
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	販売部数
	498部
	483部
	653部

	販売金額
	173千円
	144千円
	230千円


３　情報公開制度

（１）行政文書公開制度

「大阪府情報公開条例」に基づき、行政文書公開制度の適正な運営に努めた。

○行政文書公開制度の利用状況

	　　 　　
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	行政文書公開の請求件数
	1,539件
	1,301件
	1,296件


（２）法人文書公開制度

「大阪府情報公開条例」の平成１７年４月改正により法人文書公開制度が創設され、その適用を受ける実施法人において情報公開制度が適正に運営されるよう指導に努めた。

○法人文書公開制度を実施する法人

公立大学法人大阪、地方独立行政法人大阪府立病院機構、地方独立行政法人大阪産業技術研究所、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所、地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所、大阪府住宅供給公社、大阪府土地開発公社、大阪府道路公社

○法人文書公開制度の利用状況

	　　 　　
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	法人文書公開の請求件数
	33件
	34件
	45件


（３）会議の公開制度

会議の公開に関する指針に基づき、審議会等の会議の公開制度の適正な運営に努めた。

○会議公開の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	　　 　　
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	対象会議数
	244会議
	239会議
	245会議


（４）特別顧問及び特別参与の職務の公表等

特別顧問及び特別参与が従事した職務について、「特別顧問及び特別参与の職務の公表等に関する運用指針」（平成26年６月決定）により、その情報の公表等を行った。

○特別顧問及び特別参与の職務の公表の状況　　　

	　　 　　
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	公表
	事前
	127件
	52件
	33（３）件

	
	事後
	130件
	52件
	34（３）件

	ライブ公開
	４件
	７件
	３件


※　令和５年度まではライブ公開件数は事前・事後公表件数に含まれないが、
令和６年度以降はライブ公開件数を含み、カッコ内にライブ公開件数の内数を記載。

（５）出資法人における情報公開の推進

出資法人のうち、府の事務と特に密接な関係を有する出資法人として定めるものについて、その性格及び業務内容に応じ、当該出資法人が管理する情報の公開が推進されるよう、「出資法人の情報の公開に関する指導指針」に基づき適正な指導に努めた。
（６）情報公開審査会の開催

行政文書公開の決定に対する不服申立てについての審議等を行うため、「大阪府情報公開審査会」（昭和59年10月設置）を開催した。

	　　 　　
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	開催状況
	27回

（総会２回、一部会11回、

二部会11回､検証部会３回）
	24回

（総会０回、一部会12回、

二部会12回
	25回
（総会1回、一部会12回、

二部会12回）


（７）広報・職員啓発

情報公開制度について、府民や府職員等に周知するため、府ホームページに利用案内等を掲載するとともに、庁内ポータルサイトに審査請求手続きにかかる資料を充実させるなど、職員の意識啓発に努めた。
４　個人情報保護制度

　　「個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人の権利利益の一層の保護を図るため、府の実施機関が保有する個人情報の適正な管理を行うとともに保有個人情報の開示制度を実施した。
　　また、保有個人情報の利活用に資するため、同法に基づいて行政機関等匿名加工情報に関する提案募集を行った。
さらに、同法の周知啓発のため、府ホームページへの制度概要等の掲載のほか、府職員向けに研修会を開催した。
（１）保有個人情報の開示、訂正及び利用停止制度

「個人情報の保護に関する法律」及び「大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例」に基づき、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止制度の適正な運営に努めた。

○個人情報の開示、訂正及び利用停止制度の利用状況
	　　 　　 　　
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	個人情報の開示請求件数
	1,648件
	1,663件
	1,589件

	個人情報の訂正請求件数
	１件
	５件※
	３件

	個人情報の利用停止請求件数
	１件
	０件
	０件


　 　　 　　※「大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例」に基づく是正申出１件を含む。
（２）個人情報保護審議会の開催

保有個人情報の開示等の拒否処分等に係る不服申立てについての審議、及び特定個人情報保護評価書の点検を実施するため、大阪府個人情報保護審議会「審査請求案件等審査部会」及び「特定個人情報保護評価等部会（旧名称：ネットワーク利用による個人情報保護に係る部会）」を開催した。
	　　 　　
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	開催状況
	19回
（総会５回、審査部会10回、ネットワーク部会　１回、検証部会３回）
	15回
（総会0回、審査部会12回、特定個人情報保護評価等部会３回）
	14回
（総会１回、審査部会12回、特定個人情報保護評価等部会１回）


（３）広報・職員啓発

個人情報保護制度について、府民や府職員等に周知啓発するため、府ホームページに制度の概要や利用案内等を掲載するとともに、府職員向けに動画配信での研修会の開催や出前研修を実施するなど、職員の意識啓発に努めた。

公文書グルｰプ
（公文書館担当）

１　大阪府公文書館の運営　

府が作成･入手した公文書のうち､歴史的文化的価値を有する文書及び行政刊行物等の資料類を収集･保存し､府民及び行政機関等の利用に供した｡

（１）施設の概要

大阪府公文書館
　　所 在 地　　　大阪市中央区大手前二丁目１－22　府庁本館１階
        府庁本館地下書庫

　　　　　 所 在 地　　　大阪市中央区大手前二丁目１－22　府庁本館地下１階

書架延長　　　約4,500fm

　　　　夕陽丘書庫

所在地　　　　大阪市天王寺区伶人町２−７

書架延長　　　約650fm

（２）所蔵資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和７年３月31日現在)

	区　　　　　　　　分
	所　　　蔵　　　点　　　数

	公　　　文　　　書
	21,066点

	近世・近代資料、資料群
	21,944点

	行政資料・刊行物
	128,093点

	そ　　　の　　　他
	12,768点

	計
	183,871点


（３）入館者数　　　794人(令和６年４月１日～令和７年３月31日)

（４）事業の概要

　　①　歴史的文書資料類の収集等と利用者への提供

大阪府が作成または入手した歴史的文化的価値を有する公文書資料類等を体系的かつ適正に収集、整理及び保存するとともに、調査・研究、閲覧など広く府民及び行政機関等の利用に供した。

②　広報・啓発事業

Ⅰ企画展示

公文書館所蔵の資料をもとに企画展示を実施した。

≪上期≫

・テーマ　所蔵資料にたどる大正時代の大阪～近代的な建築をめぐって～
・日　時　　令和６年４月１日から令和６年９月30日

・場　所　　大阪府公文書館展示スペース

≪下期≫

・テーマ　　所蔵資料にみる大正時代の大阪―庶民生活にみる大阪の姿―

　・日　時　　令和６年10月１日から令和７年３月31日

　  ・場　所　　大阪府公文書館展示スペース

Ⅱイベント

古文書講座

・内　容　公文書館所蔵資料の庄屋文書から幕臣使節（護国巡見使）の通行と彼ら

　　　　を出迎える村々の心構えや準備について書かれた江戸時代中期の古文書

（くずし字）を読み解く古文書講座（初級編）を開催

・日　時　　令和６年９月30日（月）午後１時30分から３時30分まで

・場　所　　本庁５階「正庁の間」

・参加者　　36名
根拠法令
大阪府公文書総合センター設置要綱
歴史的文書資料類の収集及び保存に関する規程

大阪府公文書館利用要領

２　大阪府公文書館運営懇談会の開催

第３９回

日　時　　令和６年12月26日　午前10時から11時30分まで

場　所　　府庁本館１階　第一会議室

議　題    公文書館の運営状況について　他

根拠法令
大阪府公文書館運営懇談会設置要綱

（文書管理担当）
１　行政文書管理制度
「大阪府行政文書管理規則」及び「大阪府行政文書管理規程」に基づき、行政文書の管理を徹底するため、制度の適正な運営に努めるとともに、関係規則等に係る総合的な相談窓口として、行政文書の管理に関する職員の相談に応じた。

＜大阪府行政文書管理規則の改正＞

平成29年8月に「大阪府行政文書管理規則」を改正し、従来、運用解釈に示していた意思決定の過程や事業実績を検証できるように文書作成することについて規則本文に明記し、文書管理のより一層の適正化、透明化を図るとともに、職員研修や文書事務に役立つ情報を発信するDocuレターなどによる職員への周知に努めた。また、セルフチェックテストを実施するとともに、e-ラーニング教材を活用した部局研修に職員を派遣した。

２　保存文書の管理

大阪府行政文書管理規則等に基づき､各室課から引き継がれた文書の保存、貸出、閲覧、引取業務を行い、引継を受けた簿冊の廃棄手続きを行った。

（１）書庫の状況
(令和７年３月31日現在)
	区　　　分
	摘　　　要
	内　　　訳

	
	
	

	
	
	咲洲書庫
	夕陽丘書庫
	芦原書庫

	書庫面積
	2,974.47 ㎡
	816.19 ㎡
	970.76 ㎡
	1,187.52 ㎡

	文書収容能力
	9,321.3 fm
	2,328.5 fm
	5,206.4 fm
	1,786.4 fm

	文書収納量
	7,635.8fm
	2,021.0fm
	4,153.8fm
	1,461.0fm

	収　容　率
	 81.9％
	86.8％

	 79.8％
	 81.8％


（２）保存文書の管理状況

(令和７年３月31日現在)
	区　　分
	摘　　要
	内　　　　訳

	
	
	咲洲書庫
(冊)
	夕陽丘書庫
(冊)
	芦原書庫

　　　　(箱)

	保存数
	92,901
	29,572
	58,562
	4,767

	引継数
	7,054
	7,054

	廃棄数
	5,513
	5,513

	引取数
	10
	10

	貸出数
	881
	881


保存文書は、咲洲書庫及び夕陽丘書庫はファイル単位、芦原書庫は箱単位で管理している。

３　点字文書の翻訳等

要望書、陳情書、申請書、交付請求書など法令等で様式が定められている点字文書の受入れを開始することに伴い、平成４年度から点字翻訳機を導入している。
現在は、翻訳だけでなく、庁内各課において点字文書を作成する事が多いため、オープン利用可能としているところである。翻訳、作成利用の令和6年度実績については次のとおり｡
（１）　翻　　訳　（点字　→　墨字）
件数　　　　　　２件　　　　　作成枚数　　　 　　４枚

（２）　作　　成　（墨字　→　点字）

件数　　　　　50件　　　　　　原稿枚数　 　　4,120枚

根拠法令
大阪府点字文書取扱要領

４　行政文書管理システムの運用（※）及び操作研修

平成15年４月から本庁において行政文書管理システムの本格運用を開始し、平成16年度以降、総務事務システムをはじめとする庁内の各種業務との連携を図るとともに、平成26年５月に新行政文書管理システムを稼働、令和元年５月にサーバ移行を実施、令和６年度においても適正なシステム運用に努めた。また、サーバ（共通プラットフォーム）が令和７年９月にリース期間満了となるため、機器更新後も引き続き稼働できるよう、サーバ移行に取り組んだ。（※総務・システムグループ（システム担当）３から再掲）。

加えて、庁内における文書の取得、作成、施行、保管、保存、廃棄、公開に至るまで、すべて行政文書管理システムで行うのが基本となることから、職員の文書管理制度・運用、操作方法の習得を図るため、次の研修を実施した。

	研修内容
	開催日
	参加人数

	新規採用職員研修
	・講義：令和６年４月５日、19日

・操作研修：令和６年４月22日～26日


	507名 

	文書主任研修
	令和６年６月20日（オンライン）
	115名

	文書管理実務研修
	令和６年９月３日、４日（オンライン）
	242名

	文書主任研修
（年度末処理）
	令和７年１月20日、21日（オンライン）　　　　　　　　　　　　
	252名

	再任用職員操作研修
	令和７年３月11日、12日　　　　　　　２回
	18名

	文書管理研修

（出前講座）
	・令和６年７月29日
　　　　　（13名）

・令和６年７月31日　　　　　　　 （48名）

・令和６年８月22日
          （14名）

・令和６年８月30日
          （12名）

・令和６年10月24日、25日　　     （48名）

・令和６年11月14日                （6名）

・令和６年11月18日
          （14名）

・令和６年11月28日
          （15名）

・令和６年12月11日               （15名）
	185名 


５　公印の保管及び押印

「大阪府公印規程」に基づき、公印の作製、保管及び使用について、制度の適正な運営に努めるとともに、規程に係る総合的な全庁相談窓口として、公印の取扱い等に関する職員の相談に応じた。

また、（１）の表中の印について公印の保管及び押印を行った。
（１）公印保管状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年３月31日現在）

	区　　　　　　　　　　分
	個　　　　　　　　　数

	府　 　　　　印
	　３

	知事印
	７

	副知事印
	　１

	理事印
	　　　１

	計
	１２


（２）公印台帳の整備状況

	区　　　　　　分
	個　　　　　　数

	府印
	６　

	知事印
	３１　

	副知事印
	１　

	部(室･局)及び長印（理事印を含む。）
	１７　

	所　属　及び長印
	９６　

	出先機関及び長印
	９５　

	出納員印
	４３８　

	　各種印※
	　４　

	計
	６８８　


※各種印は監察医、小作主事、建築主事、建築監視員

根拠法令
大阪府行政文書管理規則

大阪府行政文書管理規程

大阪府公印規程
６　電子証明書及び職署名カードの保管

電子証明書及び職署名カードについて保管を行った。

（１）電子証明書の保管状況
	電子証明書の名義
	枚数

	大阪府知事
	１

	計　
	１


（２）職署名カードの保管状況

	職署名カード名義
	枚数

	大阪府知事
	１

	大阪府知事職務代理者
	１

	計　
	２


根拠法令
大阪府行政文書管理規則

大阪府行政文書管理規程

大阪府電子署名規程

７　文書及び物品の発送

文書の郵便による発送を次のとおり行った。
（件数）

	種別

　　　年度
	一般文書

証紙・郵券

を含む
	小包
	特　殊　郵　便
	国際郵便

(国際小

包以外)
	計

	
	
	一般
小包
	冊子
小包
	国際

小包
	書 留
	配 証
	
	

	令和
４年度
	1,099,793
	5,966
	61,580
	０
	7,747
	1,079
	115
	1,176,280

	令和
５年度
	1,071,776
	5,575
	73,238
	１
	7,714
	1,289
	486
	1,160,079

	令和
６年度
	1,091,551
	6,511
	62,560
	２
	7,907
	1,188
	109
	1,169,828


根拠法令
大阪府行政文書管理規則
大阪府行政文書管理規程

文書及び物品の受領及び発送に関する要綱

８　文書の逓送

○令和６年４月～令和７年３月

	区　　　　　　　　　分
	摘　　　　　　　　　要

	逓　送　対　象　機　関
	　　　　　 　　　359箇所

	委  託  決  算  額
	   67,276千円　


文書逓送業務は、本庁と出先機関・市町村との間、本庁内の大手前部局と咲洲部局間、出先機関相互における文書流通システムとして平成17年４月から特定信書便制度を活用し、全面的にアウトソーシング化を図っている。

根拠法令
大阪府行政文書管理規則
大阪府行政文書管理規程
大阪府文書逓送事務処理要領










